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統計委員会

委員長 西村清彦殿

厚生労働省の統計法違反をめぐる経済統計学会からの声明

経済統計学会を代表し， 厚生労働省の統計不正問題について声明する。

経済統計学会

金子治平

日本が近代国家としての歩みを開始して以来， 一貫して公的統計は， その時々の実態を反映す

る鏡， 将来を指し示す道標として位置づけられ， それはし 1かなる権力からも自立した存在である

べきとされてきた。 戦時期に公的統計がその機能を果たしえなかったことが， わが国を無謀な戦

争へと駆り立てたことへの痛切な反省から， 戦後の統計再建にあたり基本法規として制定された

統計法 （昭和 22 年法律第 18 号）は， 「統計の真実a性」の確保を最優先の目的として規定し， そ

のような法制度の下にわが国の統計行政は遂行されてきた。 さらに改正統計法（平成 19 年法律第

53 号）は公的統計を国民共通の情報資産と語い， それを行政のみならず広く社会の営みの基盤を

なす情報と規定している。 近年， EBPMとして公正かっ透明な政策立案が強く求められる中， 現

実の客観的な把握並びに正確な将来の見通しの提供としづ統計の社会的使命は， 一層重要性を増

している。

本学会は， その設立以来， 内外の統計法および統計制度の研究も含め， 公的統計の作成と利用

に関して， 現実の認識資料としていかにすれば公的統計が公正性を担保しうるか， そして公的統

計がし、かにしてその社会的使命を果たしうるかを主要な研究領域として学術面から取り組みを行

ってきた。 本学会のこれまでの取り組みに鑑みれば， 今回の労働統計を中心とする統計不正は，

単なる調査技術上の問題にとどまるような性格のものではない。 それは， 統計の真実性の確保と

いう， 統計再建にあたって掲げた所期の目的を達成すべく設計された法制度の仕組みそれ自体の

存立基盤を覆すものであり， わが国の公的統計， ひいては日本という国の有り方そのものを根底

から揺るがしかねない問題に他ならない。

いうまでもなく公的統計は， 調査の企画・実施者のみによって成るものではなく， その質の確

保には， 地方職員あるいは実査を担当する調査員の日々のたゆまざる奮闘， そして何よりも被調

査者である国民の調査協力が不可欠で、ある。 1970 年代に表面化し， 次第に深刻さを増す調査環境

の中で公的統計がその品質を維持できているのも， 統計法に基づいた統計行政に対する国民の信

頼を抜きには語りえない。
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